
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1040)

(1050)

(877)

(1039)

(887)

(1049)

(876)

(885)

マ
キ
サ
カ
ル
シ
ト
ー
ル
・
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
酪
酸
エ
ス
テ
ル
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
エ
ス
テ
ル

(886)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(875)

(884)

(848)

(874)

(857)

(883)

(847)

(855)

ペ
ラ
ン
パ
ネ
ル

(856)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(846)

(854)

(770)

(845)

(778)

(853)

(769)

(776)

プ
リ
マ
キ
ン

(777)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(768)

(775)

(686)

(767)

(693)

(774)

(685)

(691)

ビ
ガ
バ
ト
リ
ン

(692)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(684)

(690)

(581)

(683)

(587)

(689)

(580)

(585)



ト
ラ
メ
チ
ニ
ブ

(586)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(579)

(584)

(487)

(578)

(492)

(583)

(486)

(490)

ダ
ブ
ラ
フ
ェ
ニ
ブ

(491)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(485)

(489)

(463)

(484)

(467)

(488)

(462)

(465)

セ
リ
チ
ニ
ブ

(466)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(461)

(464)

(209)

(460)

(212)

(463)

(208)

(210)

オ
シ
メ
ル
チ
ニ
ブ

(211)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(207)

(209)

(111)

(206)

(113)

(208)

(110)

(111)

イ
ブ
ル
チ
ニ
ブ

(112)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(109)

(110)

(28)

(108)

(29)

(109)

(27)

ア
セ
ナ
ピ
ン

(28)


